
 

○坂井市保育士就職支援金交付要綱 

平成３０年５月３１日 

告示第２７８号 

改正 令和４年３月３０日告示第６１号 

令和５年３月２４日告示第３６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、利用者のニーズに応じた満足度の高い保育の提供に向け、市内の

私立保育園及び私立認定こども園（以下「私立保育園等」という。）又は小規模保育

施設が新たな保育士の人材を確保することを目的として交付する坂井市保育士就職

支援金（以下「支援金」という。）について、坂井市補助金等交付規則（平成１８年

坂井市規則第３５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 坂井市保育士バンクに登録した者で、次のアからエまでの要件を満たし、オ

又はカの要件を満たすもの 

ア 保育士資格を有する者 

イ 私立保育園等又は小規模保育施設に就職した日から起算して１年以内に、坂井

市立の幼保園及び認定こども園並びに私立保育園等又は小規模保育施設に保育

士として勤務したことがない者 

ウ 市税等の滞納がない者 

エ 過去にこの告示に基づく支援金の交付を受けていない者 

オ 私立保育園等又は小規模保育施設に常勤保育士（１日実働６時間以上かつ１月

２０日以上勤務する保育士をいう。）として就職し、３年以上継続して勤務する

意思のある者 

カ 私立保育園等又は小規模保育施設に非常勤保育士として就職し、１年以上継続

して勤務する意思のある者 

（２） 保育士資格を取得後、初めて保育士として勤務する者で、前号ア及びウから

オまでの要件を満たすもの 

（支援金の額） 

第３条 支援金の額は、常勤保育士は１０万円、非常勤保育士は２万円とする。 

（支援金の交付申請） 

第４条 支援金の交付を受けようとする者は、坂井市保育士就職支援金交付申請書兼請

求書（様式第１号）に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、

市長が公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができ

る。 

（１） 保育士証の写し 

（２） 勤務先が発行する私立保育園等又は小規模保育施設勤務証明書（様式第２号） 

（３） 履歴書の写し 

（４） 市税等の納税証明書 



 

（支援金の交付） 

第５条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定

し、坂井市保育士就職支援金交付決定兼確定通知書（様式第３号）又は坂井市保育士

就職支援金不交付決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、支援金の交付の決定を通知したときは、速やかに支援

金を交付するものとする。 

（支援金の取消し及び返還） 

第６条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚偽その他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。 

（２） 支援金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の交付を取り消したときは、既に交付した支援金

の全部又は一部を返還させるものとする。 

（その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成３０年６月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日告示第６１号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２４日告示第３６号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 


